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１．改善基準告示 ～トラックドライバーの労働時間の規制

「自動車運転者の労働時間等の改善に関する基準 （改善基準告示）は、トラック」

などの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の

特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい労働時間の基

準を大臣告示として制定 （平成元年、旧労働省）。

１．拘束時間 始業から終業までの時間（休憩時間を含む）
休憩時間は労働時間が6時間を超えるときは最低45分、8時間を超えるときは1時間付与

・
・
・
・
・
・

２．休息期間 勤務と勤務の間の自由な時間

・
・
・

３．拘束時間・休息期間の特例

・
・
・
・
・
・
・
・

４．運転時間

・
・

５．連続運転時間

・
・

６．その他

（時間外労働） ・　1日最大拘束時間、1カ月拘束時間の範囲内に限る
・　上記内の条件で労使協定を結ぶ

（休日労働） ・　労働基準法に定める休日(週1日又は4週4日)
・　2週間に1回以内、かつ１日の最大拘束時間及び1カ月の拘束時間の範囲内

（労働時間の取扱） ・　労働時間は拘束時間から休憩時間（仮眠時間を含む）を差し引いたもの
・　事業場以外の休憩時間は仮眠時間を除き3時間以内

（休日の取扱） ・　休日は休息期間に24時間を加算した時間
・　30時間を下回ってはならない

（適用除外） ・　緊急輸送・危険物輸送等の業務については労基局長の定めによる適用除外

（H13年国交省告示　渡り） ・　一の運行における時間は１４４時間（最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間、
　　ただしフェリー乗船時間を除く）

改善基準告示の主要項目

2週平均で1週間当たり44時間以内

4時間以内（中断とは10分以上の運転離脱）
4時間経過直後に30分以上の休憩等の運転離脱

夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2暦日の拘束時間は24時間まで延長可（2週間に3回を限度）
隔日勤務の2週間の総拘束時間は126時間まで
隔日勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要
フェリー乗船中の2時間は拘束時間（それ以外は休息期間）
減算後の休息期間は下船から勤務終了までの時間の１／２を下回ってはならない（2人乗務を除く）

2日平均で1日当たり9時間以内

1日、継続8時間以上
1日、9時間未満となる回数は1週間に2回以内
運転者の住所地での休息が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること

1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可（一定期間における1/2が限度、一定期間は2～4週間程度）
2人乗務・ベッド付きの場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長可（休息期間は4時間まで短縮可）
隔日勤務の2暦日における拘束時間は、21時間を超えないこと

1日15時間を超える回数は1週間に2回以内

1カ月293時間
6カ月までは1カ月320時間まで延長可（労使協定必要）
年間3516時間
1日原則13時間以内（休息期間は原則11時間以上）
1日最大16時間以内
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２．下請法 ～元請と下請の取引に係る規制

大規模な親事業者から小さな下請事業者を守るための法律。両社の取引が公正に行

われるよう、下請事業者の利益が保護されるよう定められている。

＜具体的禁止事項＞

①受領拒否、②下請代金の支払遅延、③下請代金の減額、④返品、⑤買いたたき、

⑥物の購入強制・役務の利用強制、⑦報復措置、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済、

⑨割引困難な手形の交付、⑩不当な経済上の利益の提供要請、⑪不当なやり直し

３．物流特殊指定 ～荷主（物流子会社）と物流事業者の取引に係る規制

「物流特殊指定」は「下請法」の改正によって指定されたもので、荷主と物流事業

者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から定められた。

＜具体的な禁止事項＞

①代金支払遅延、②代金の減額、③著しく低い対価を定める、④物品の強制購入等、

⑤割引困難な手形の交付、⑥経済上の利益提供、⑦やり直しの要請、⑧不利益取扱い 等

資本金３億円超の
法人事業者

親事業者

資本金３億円以下の法人
又は個人事業者

下請事業者
運送委託又は保管委託

等の役務提供

資本金１千万円超３億円以下
の法人事業者

資本金１千万円以下の法人
又は個人事業者

資本金３億円超

特定荷主

資本金３億円以下（個人含む）

特定物流事業者運送委託又は保管委託

資本金１千万円超３億円以下 資本金１千万円以下（個人含む）

優越的地位に立つ事業者 取引上の地位が劣っている事業者

※物流子会社（親会社の議決権が過半数）を通じて運送委託または保管委託する場合には、物流子会社
が特定荷主とみなされる（この場合の資本金額は、親会社の資本金額で判断される。）
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４．荷主勧告制度 ～過労運転への荷主の関与に係る規制

荷主（元請運送事業者）がトラック事業者に対して、労働時間等のルールが守れな

くなる行為を強要すると、荷主勧告の対象となり、荷主名が公表される場合がある。
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５．荷待ち時間等の記録義務づけ ～ドライバーの荷待ち時間削減と適正取引構築

、 「 」 。平成 年 月 日から 荷主都合 分以上の荷待ちは 乗務記録 の記載対象に29 7 1 30
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